
自
動
車
の
管
理
及
び
使
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

奈
良
県
知
事 

山 

下 
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奈
良
県
規
則
第
十
九
号 

 
 

 

自
動
車
の
管
理
及
び
使
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

自
動
車
の
管
理
及
び
使
用
に
関
す
る
規
則

昭
和
四
十
三
年
五
月
奈
良
県
規
則
第
十
二
号

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 

第
二
条
第
五
項
中

び
に
収
用
委
員
会
事
務
局

を

並
び
に
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

に
改
め
る

 

の
下
に

及
び

を
加

の
下

又
は

を
加

公
用
車
及
び
庁
内
会
議
室
予
約
・
管
理

公
用
車
鍵
管
理
予
約

に
改

及
び
会
議
室
の
使
用
の

を
削

同
条
第

四
項
を
削

 

第
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る

 

２ 

集
中
管
理
車
両
又
は
共
用
車
の
使
用
責
任
者

当
該
集
中
管
理
車
両
又
は
当
該
共
用
車
の
使
用

後
そ
の
使
用
状
況
を
公
用
車
鍵
管
理
予
約
シ
ス
テ
ム

管
財
課
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
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中

 
 

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

に
改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 
 

１ 

こ
の
規
則

令
和
七
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
施
行

 

使
 
用

 

責
任
者

 

 
印

 

使
 
用

 

責
任

者
 

 
 

 
 

 
 
印
 

 

 
 

 
 

 
 
印
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

記
入
し

、
押

印
し

て
 

記
入
し
て

 

を 

に
改
め

同
様
式
の
注
３
及
び
注
４ 



 
 

２ 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
自
動
車
の
管
理
及
び
使
用
に
関
す
る
規
則
の

規
定
に
よ
る
用
紙
で
現
に
残
存
す

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
の
管
理
及
び
使

用
に
関
す
る
規
則
の
規
定

当
分
の

 


		2025-10-20T09:47:49+0900
	Nara Prefecture




